
令和３年１２月

景観・地区まちづくり支援担当

景観法及び都市景観条例に基づく届出等のオンライン申請について（試行）

本市では、国の動向や新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、令和４年度末まで

に行政手続きの原則オンライン化を目指す方針を掲げています。この方針を踏まえ、この

度、従来の紙による届出申請に加え、景観法及び都市景観条例に基づく届出等について、

試行的にオンライン申請による受付を行います。

［

対象

・景観計画区域内における行為（変更）届出書／通知書

・都市景観形成地区内行為（変更）届出書／通知書

・着手届

・完了（中止〕届

・景観計画特定地区内の屋外広告物事前相談

開始日

３１２月１日（水

申請方法

市ホームペー一ジの「景観法及び都市景観条例に基づく届出等のオンライン甲請にっい

て（試行）」に公開している用フォームから申置を行ってください。

吼　　　……１搬
お問い合わせ

川崎市まちづくり局計画部景観・地区まちづくり支援担当

電話：０４４－２００－３０２２
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